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健
康
づ
く
り�

　

市
・
都
民
税
、
所
得
税
、
事
業
税
の

申
告
書
の
提
出
期
間
は
、
２
月　

日
〜

１７

３
月　

日
で
す
（
郵
送
可
）
。
３
月
に

１７

入
り
ま
す
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

申
告
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
・
都
民
税
に

つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課
（
11
７
２

４
・
２
１
１
４
〜
５
、
２
１
１
７
）
、

所
得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税
に
つ
い
て

は
町
田
税
務
署
（
11
７
２
８
・
７
２
１

※消費税、譲渡所得及び贈与税の申告相談は行いません。
※個人事業者の方は、ぽっぽ町田（申告受付会場）や税理士会の無料
　申告相談をご利用下さい。
※混雑等の理由で、受付を途中で打ち切らせていただく場合がありま
　すのであらかじめご了承下さい。
※筆記具・計算機等をお持ち下さい。
※駐車場はありません。

健
康
案
内

健
康
案
内�

健
康
案
内�

予
防
接
種

健
康
課
1
７
２
５
・
５
４�

２
２�

１
）
、
事
業
税
に
つ
い
て
は
町
田
都
税

事
務
所
（
11
７
２
８
・
５
１
１
１
）

へ
。
い
ず
れ
も
、
土
・
日
曜
日
は
お
休

み
で
す
。

市
・
都
民
税
の
申
告
書

〇
受
付
・
相
談

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
の
受
け
付
け

は
、
市
役
所
１
階
市
民
フ
ロ
ア
―
及
び

①
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
市
役
所
で

の
受
け
付
け
期
間
は
２
月　

日
〜
３
月

１７

　

日
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
、

１７受
け
付
け
時
間
は
午
前
９
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
４
時
で
す
。

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
は
①
昨
年
申

告
書
を
提
出
し
た
方
②
昨
年
３
月
に
大

学
な
ど
を
卒
業
し
た
と
思
わ
れ
る
方
な

ど
に
２
月　

日
に
発
送
し
ま
す
。
申
告

１２

書
が
必
要
な
方
で
申
告
書
が
届
か
な
い

方
は
、
市
民
税
課
に
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

　

な
お
、
①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
方
②
給
与
所
得
の
み
、
も
し
く
は
公

的
年
金
に
係
わ
る
所
得
の
み
の
方
で
、

給
与
の
支
払
先
も
し
く
は
社
会
保
険
庁

等
か
ら
市
役
所
へ
支
払
報
告
が
な
さ
れ

て
い
る
方
（
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
除
き
ま
す
）
は
市
・
都
民
税

①
申
告
書
（
会
場
で
も
お
渡
し
し
ま

す
）

②
印
鑑

③
収
入
が
あ
っ
た
方
は
、
収
入
の
内
容

が
明
ら
か
と
な
る
資
料
（
源
泉
徴
収
票

等
）

④
所
得
控
除
の
資
料
等
（
前
年
中
に
社

会
保
険
料
を
支
払
っ
た
領
収
書
や
生
命

保
険
・
損
害
保
険
の
控
除
証
明
書
等
）

申
告
に
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

申
告
は
期
限
内
に

　

期
限
内
に
申
告
を
し
ま
せ
ん
と
、
納

付
回
数
が
少
な
く
な
り
、
１
回
当
た
り

の
納
付
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
申
告
が
さ
れ
る
ま
で
は
、
児

童
手
当
、
保
育
園
入
園
・
幼
稚
園
補
助

金
・
就
学
援
助
費
・
公
営
住
宅
入
居
・

老
人
医
療
証
・
公
的
年
金
・
事
業
資
金

の
融
資
な
ど
の
申
請
に
必
要
な
市
・
都

民
税
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
等
の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

申
告
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

　

期
限
ま
で
に
申
告
に
来
ら
れ
な
い
方

は
、
郵
送
に
よ
り
申
告
を
受
け
付
け
ま

す
。
後
に
不
明
な
点
等
を
お
尋
ね
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
電
話
番
号
は

必
ず
お
書
き
下
さ
い
。

納

税

通

知

書

○
納
税
通
知
書
の
送
付
は
６
月
初
旬
に

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
納
税
通

１５

知
書
は
、
期
限
内
（
３
月　

日
ま
で
）

１７

に
申
告
し
た
場
合
に
は
６
月
初
旬
頃
に

お
送
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
非
課
税
の

方
に
は
納
税
通
知
書
は
お
送
り
し
ま

せ
ん
。

　

た
だ
し
、
会
社
等
で
市
・
都
民
税
を

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
方
に
は
、
勤

め
先
を
通
じ
て
市
・
都
民
税
の
税
額
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市

・

都

民

税

課
税
・
非
課
税
証
明
書

○
交
付
は
６
月
中
旬
以
降
に

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
課
税
・

１５

非
課
税
証
明
書
の
交
付
は
、
期
限
内
に

申
告
し
た
場
合
に
は
６
月
中
旬
以
降
に

交
付
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
期
限
内
に
申
告
が
あ
り
ま
せ

ん
と
、
証
明
書
の
交
付
時
期
が
遅
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
申
告
書
の
提
出
期
限
等
に
つ
い
て
】

　

所
得
税
及
び
贈
与
税
の
申
告
と
納
税

は
３
月　

日
ま
で
、
個
人
事
業
の
消
費

１７

税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は

３
月　

日
ま
で
で
す
。

３１

　

期
限
に
遅
れ
て
提
出
す
る
と
無
申
告

加
算
税
を
、
ま
た
、
納
税
が
遅
れ
る
と

延
滞
税
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

※
郵
送
で
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、

ポ
ス
ト
に
投
函
し
た
日
で
は
な
く
、
郵

便
局
の
消
印
日
付
が
提
出
日
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
書
「
控
」
に
受
付
印
が

必
要
な
方
は
、
「
控
」
も
ボ
ー
ル
ペ
ン

で
書
き
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用
封
筒

を
同
封
し
て
下
さ
い
。

【
確
定
申
告
書
の
作
成
に
つ
い
て
】

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
所
得
税
の

確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（h

ttp
:/
/
w
w
w
.n
ta.g
o.jp

）

を
ご
利
用
下
さ
い
。

【
う
す
味
の
す
す
め
＝
こ
つ
こ
つ
作
戦
】

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

　

簡
単
で
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
う
す
味
料

理
を
お
い
し
く
食
べ
て
、
骨
粗
し
ょ
う

症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

○
日
時　

３
月
５
日
（
水
）
午
前
９
時

　

分
〜
午
後
０
時　

分

３０

３０

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容
・
講
師　

「
骨
粗
し
ょ
う
症
予

防
の
食
事
と
は
」
＝
栄
養
士
、
調
理
実

習
、
会
食

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

２４

○
費
用　

５
０
０
円

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課
へ
。

食
改
善
調
理
実
習

予防接種の接種年齢と間隔（個別接種）�

１歳�３か月� ７歳６か月�３歳� ９歳� １１歳� １３歳�１４歳� １６歳�

 三種混合第１期�

 麻しん（はしか）�

二種�
混合�
�

〈７歳６か月未満〉�

〈１３歳未満〉�

（３～８週の間隔で３回接種し、さらに３回目完�

　了後１２～１８か月の間隔で１回接種）�

（初年度１～４週の間隔で２回�
　接種、翌年１回追加接種）�

 風しん（３日はしか）�

 第２期�
 日本脳炎第１期�
�

 風しん（経過措置）�

 第３期�

〈７歳６か月未満〉�

〈７歳６か月未満〉�

（９歳以上１３歳未満）�
〈１４歳以上�
　１６歳未満〉�

〈３歳以上７歳６か月未満〉�

第２期�

昭和５４年４月2日～昭和６２年１０月１日�
生まれまでの１４歳以上。�
〈平成１５年９月３０日までの間〉�

受付時間会　場開催日

〇午前の部
　９：００～１１：００
〇午後の部
　１３：００～１５：００
※昼休みは受付をしてお
りません。

南市民センター２月１８日（火）

なるせ駅前市民センター２月１９日（水）

小山センター２月２１日（金）

忠生市民センター２月２４日（月）

鶴川市民センター２月２５日（火）

堺市民センター２月２７日（木）

確定申告無料出張相談日程表

◎受付時間
〇午前の部
　９：００～１１：００
〇午後の部
　１３：００～１５：００
※混雑する場合は受付を早
めに締め切らせていただく
ことがあります。
◎対象者
小規模事業を営んでいる方
　青色申告の方、譲渡所　
　得のある方、所得金額
　が高額な方、相談内容
　が複雑な方及び税理士
　に依頼している方は、
　ご遠慮下さい。
◎平成１３年分の申告をされ
た方は、申告書控えをお持
ち下さい。
◎筆記具、計算機等をお持
ち下さい。

開催日会　場

２月１８日（火）～２０日（木）なるせ駅前
市民センター

２月１８日（火）～１９日（水）
２月２４日（月）

忠 生 市 民
セ ン タ ー

２月１８日（火）～１９日（水）
２月２４日（月）～２５日（火）

鶴 川
市民センター

２月１８日（火）～１９日（水）
２月２４日（月）

南
市民センター

２月２６日（水）～２８日（金）堺
市民センター

（ ）

在
宅
歯
科
訪
問
診
療

市
民
市
民�

フ
ォ
ー
ラ
ム

フ
ォ
ー
ラ
ム�

市
民�

フ
ォ
ー
ラ
ム�

市
民�

フ
ォ
ー
ラ
ム�商店街�

東急�東急�

ルミネ�

１０９�１０９�

東急ハンズ�至小田原�JR横浜線�

マルイビィマルイビィ�マルイビィ�

商店街商店街�商店街�

町田�
市役所�

至新宿�町田税務署�

至
横
浜�

至
八
王
子�

小
田
急
線

小
田
急
線�

小
田
急
線�

小
田
急�

　
町
田
駅�

ぽっぽ町田�

JR町田駅�

※駐車場は有料です。�

町田街道�

中央通り�

車入口�

徒歩入口�

↓�

↑�

□問
 

町
田
税
務
署
11
７
２
８
・
７
２
１
１

三

種

混

合

二

種

混

合

麻

し

ん

風

し

ん

日

本

脳

炎

　

予
防
接
種
は
町
田
市
医
師
会
の
協
力

で
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

該
当
す
る
お
子
さ
ん
は
近
く
の
実
施

医
療
機
関
で
お
受
け
下
さ
い
。
接
種
料

は
無
料
で
す
。

○
予
防
接
種
の
対
象
年
齢
と
間
隔　

左

表
を
ご
参
照
下
さ
い
。

○
会
場　

町
田
市
医
師
会
加
入
の
予
防

接
種
実
施
医
療
機
関

○
時
間　

接
種
は
診
療
時
間
内
に
行
い

ま
す
。
必
ず
事
前
に
医
療
機
関
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
持
ち
物　

母
子
手
帳
、
筆
記
用
具

○
注
意
と
お
願
い　

①
健
康
状
態
の
よ

い
と
き
を
選
ん
で
お
受
け
下
さ
い
②
日

ご
ろ
の
お
子
さ
ん
の
健
康
状
態
を
よ
く

知
り
、
医
師
の
質
問
に
答
え
ら
れ
る
保

護
者
が
必
ず
同
行
し
て
下
さ
い
③
接
種

後
は
、
母
子
手
帳
に
接
種
の
記
録
が
さ

れ
て
い
る
か
必
ず
確
認
し
て
下
さ
い
④

接
種
前
日
は
入
浴
さ
せ
、
当
日
は
清
潔

な
肌
着
を
着
せ
て
下
さ
い
⑤
検
温
は
診

察
前
に
会
場
で
行
い
ま
す
⑥
前
に
異
な

る
予
防
接
種
を
受
け
た
場
合
は
次
の
間

隔
を
あ
け
て
下
さ
い
▽
Ｂ
Ｃ
Ｇ
、
ポ
リ

オ
、
麻
し
ん
、
風
し
ん
、
お
た
ふ
く
か

ぜ
、
水
ぼ
う
そ
う
の
接
種
か
ら
４
週
間

以
上
▽
日
本
脳
炎
、
三
種
（
二
種
）
混

合
、
破
傷
風
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
接

種
か
ら
１
週
間
以
上

○
次
の
よ
う
な
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
①
発
熱
し
て
い
る
②
重
篤
な
急
性
疾

患
に
か
か
っ
て
い
る
③
そ
の
日
に
受
け

る
予
防
接
種
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
予
防

接
種
に
含
ま
れ
る
成
分
で
ア
ナ
フ
ィ
ラ

キ
シ
ー
（
激
し
い
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
）

を
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
④
そ
の
他
、

医
師
が
不
適
当
な
状
態
と
判
断
し
た
場

合

市市・・都都民民税税、、所所得得税税、、

贈贈与与税税、、消消費費税税、、事事業業税税

表①　市・都民税、所得税（還付申告のみ）共同受付日程

の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申告はお早めに申告はお早めに�申告はお早めに申告はお早めに�申告はお早めに�

町
田
税
務
署
か
ら
の

おお

知知

らら

せせ

平
成　

年
度
分
の
所
得
税
・
贈
与
税
の

１４

申
告
書
の
作
成
指
導
会
場
は

『
ぽ
っ
ぽ
町
田
』に
変

更
に
な
り
ま
す

　

町
田
市
歯
科
医
師
会
で
は
、
寝
た
き

り
等
で
歯
科
医
院
に
通
院
で
き
な
い
方

を
、
歯
科
医
師
が
訪
問
し
て
、
診
療
を

行
っ
て
い
ま
す
（
費
用
は
保
険
診
療
の

範
囲
で
自
己
負
担
）
。
ま
た
、
市
で
は

通
常
の
歯
科
訪
問
診
療
を
受
け
る
こ
と

が
難
し
い
方
（
身
体
症
状
、
歯
科
疾
患

の
程
度
、
痴
ほ
う
状
態
、
家
庭
環
境

等
）
に
つ
い
て
は
、
健
康
課
と
歯
科
医

師
会
が
協
力
し
て
治
療
を
行
う
「
町
田

市
在
宅
訪
問
歯
科
診
療
事
業
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
歯
科
医
師
会
事
務
所
（
11
７

２
６
・
８
０
１
８
）
ま
た
は
町
田
市
健

康
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８


